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3.2東 西 別料金算定 の答 申
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4.1衆 参 両院総務委員 会決議

4.2ユ ニバ ーサルサー ビス基金制度 の発 動

5.お わ りに

1。 は じ め に

平成14年11月28日 に開催 され た衆参両 院総務委 員会 はそれぞれ全会一致 で

NTT東 西 の接 続料均 一 化 を求め る決議 を採 択 した。事 業者 間接 続料 につ い

ては全 国 に均 一料金 が適用 されて きたが,情 報通信 審議会 は平 成14年9月13

日の答 申で長期増分 費用方式 に基 づ く接続料 に東 西格差 を設 けるこ とを提言

した。衆 参両 院総務委 員会決議 は この答 申 に反対 し,平 成15年 度以降 も引 き
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続 き東 西均 一 を維持 す る ことを決議 表明 した もの であ る。その後,情 報通信

審議 会 は平成14年12月11日 付 けで実際費用 方式 に基づ いて算定 され る専 用線

等 の接 続料 につ いて東西格差 を設 ける ことを決定 した。その結果,接 続料金

メニ ュー には東西均 一 の項 目 と東 西格差 のあ る項 目 とが混在 す る とい うゆが

みが生 じた。

総務 省 は衆参両 院総務委員 会決議 を受 けて長期増分 費用適用項 目に東西均

一料 金の仕組 み を検討 中だ と伝 え られ てい る。 も しもNTT西 日本 の接 続 コ

ス トをベ ース に した料金 設定がNTT東 日本 に も適 用 され るな らば,足 回 り

料 金の上昇が他 サ ー ビスの料 金 に反映 され,コ ス トベ ース の料金設 定の原則

が崩れ た まま放置 され る とい う問題が あ る。

本稿 で は,ユ ーザ ー料金 の水 準維持 の ため には平成14年 度 か ら導 入 された

ユ ニ バ ーサ ルサ ー ビス基 金 の発動 に よるべ きこ とを明 らか に したい 。NTT

が東西 に分割 され た平成10年 度か ら3年 間は特定費用 負担金 の支払 い を可 能

とす る措置 が存 在 したが,同 制 度 の廃止 に よってNTT東 日本 に発 生す る超

過 利潤 をNTT西 日本 に移転 させ る仕 組みが無 くなった。 同様 の仕 組み が新

たに検討 され てい るが,コ ス トベ ースでの接続料 金設定 とい う原則 は崩 れた

ま まで あ る。その一方で,平 成14年 度 には,基 礎 的電気通信役 務(加 入電話,

公 衆電話 及 び緊急通報)の 水 準維持 の ためにユニバ ーサ ルサー ビス基金 が制

度化 され ている。同制度 の趣 旨を斜酌 す るな らば,別 会社 で あ るNTT東 西

がそ れぞれの原価情報 を基礎 に した別料金体系 を設定 した上で,ユ ーザー料

金 を一定水 準 に維持 させ るため にユ ニバ ーサルサ ー ビス基 金 を発動 させ る こ

とが本来 であ る。

2.接 続料金算定の経緯 と現状 一 長期増分費用方式 と実際費用方

式との併用 一一

電気通信事業者間の事業者間接続に関しては平成8年 の電気通信審議会接
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続 の円滑化 に関す る特 別部会答 申に よって約款化 と接続 会計並 びにア ンパ ン
1}

ドル化 が実現 した。

当時 の接 続交渉 は事 業者 間協議 を原則 と してい たが,日 本 電信 電話株式 会

社(NTT)と 他事 業 者 との接 続協議 の長期 化,接 続 料 金 の算定根 拠 の曖 昧

さ等 が問題 化 してい た。 そ こで公益 事業特権 を認め られて構 築 され る第一種

電気 通信事 業者 の ネ ッ トワー クにつ いて は,正 当 な理 由があ る場 合 を除 き,

他事業 者 に対 す る接 続協 定 の締結 を義務付 け,更 に特定事 業者(都 道 府県 を

単位 とす る市場 にお いて加 入者 回線総数 の50%を 超 え る規模 の加入者 回線 を

有 す る事業者)に 対 しては不 可欠設備(加 入者 回線 と一体 と して構成 される
2)

概 ね県域 をカバーす る設備)に 関 し,接 続 に関す る会計 報告書 の作成 とそ れ

に基 づ く細分化(ア ンバ ン ドル)さ れた接 続料金表 を義 務付 け るこ とを含 む
3)

特 別 な接 続 ルール を課す ことが義 務付 け られ た。

接 続 に関す る会計報告 書 の作 成 はNTT社 内 を指 定電気 通信 設備管 理部 門

と同利 用部 門 とに仮想分離 し,利 用部 門 は他事 業者 と同一条件 で指定 電気通

信 設備 を利用 し,利 用料 支払 い を社 内取 引 と して発 生 させ る こ とに よって,

両部 門の収支 相償 ・内部補 助 の有無 を確 認 す るため の会 計 シス テムで あ る。

電気 通信審議 会 は接 続 の円滑化 に関す る特 別部会 の下 に電気通信事業接 続会

計研 究会 を設 け,接 続会計 の システム設計 を行 った。その成果 は平成9年9

月19日 に電気通信事 業接続 会計研 究会報告 書 と して ま とめ られ,こ れ を もと

に 「指 定電気通信 設備接続 会計規則」 及 び 「指定電気通信 設備 の接続 料 に関
4}

す る原 価算定規則」 が規 定 された。

接続 会計 で はABC(ActivityBasedCosting)を 活用 し,適 切 な コス トド

ライバ ーに よって費用発生 の実態 を出来 る限 り忠実 に配賦 に反映 させ る改善

が図 られ た。 配賦計 算 の適切性 とい う意味 で は接続料算 定 に コス トベースの

原則 が貫か れた とい って良い。 しか し,わ が国の接続会計 は歴史 的原価 を基
5)

礎 に してお り,発 生 費 用 が 効 率 的 な経 営 に よ って 生 じた もの か 否 か とい う検

証 を行 う こ と まで は 出来 な い 。特 に コス ト情 報 の 非 対 称 性 が 存 在 し,接 続 に
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関連 の ない様 々な費用 まで接続料算 定 に含 め られ ているので はないか とい う

他事業者 の疑念 を払拭 す るツール と しては十 分 に機能 しない とい う問題 があ

った。

この よ うにNTTの 非 効率性 を排 除 し,コ ス ト情報 の非対称性 を解消 す る

方策 が別途考 案 され る必 要性が増 したわけであ る。平成8年 度答 申の段 階で

は取替原価情 報 の蓄積 もな く,従 って フォワー ド ・ル ッキ ングな コス ト ・デ

ー タの収集 が十分 で な く
,コ ス ト情報 の非対称性 を埋 め る新 たな手法 として

期待 された長 期増分費用 方式導入 は見 送 られた。翌年 の平成9年3月 に 「長

期増 分費用 モ デル研 究会」 が郵政省 内 に設置 され,モ デルの構 築が 開始 され

た。研 究会 で は諸外 国 モデルの分析,モ デル案 の募集等 が行 われ る とともに,

技術 モ デルの詳細検 討 を行 い,平 成11年9月 に報告書 が取 りまとめ られ た。

長期 増分費用 方式 とは,全 ての設備 が可変 的であ るほ ど長 い期 間を対象 と

して,現 時点 で利 用可能 な最新 の技術 で最 も低廉 で最 も効率 的 な設備 と技術

を利用 す る との前提 に よ りネ ッ トワー クを再構築 した場合 の ネ ッ トワー クコ

ス トを算定す る もので,競 争原理 の働 か ない接続料 の分野 に仮想 的 な競争原

理 を持 ち込 み,非 効 率性 を接 続料 の原価算 定上 除外 し,検 証可 能性 を高 め る

ことが狙 いであ る。接続 に よ り追加 され る正味 の追加 費用 を算 出す る ことか

ら増分 費用 モデル と呼 ばれ,過 去支 出 を対 象 とす る歴 史的原価 に対 し,将 来
s)7,s)

志 向の コス ト(Forward-lookingCost)で あ るこ とが大 きな特徴 であ る。

指定 電気通信設備 の一部 であ るGC交 換 機,市 内伝 送機能,中 継系 交換機

能,GC-ZC回 線 の 中継伝 送機能(共 用型),信 号伝 送機 能 に長期増分 費用方

式(LRIC;LongRunlncrementalCosts)が 導入 され たの は,電 気 通信 審議

会答 申 「接 続料算 定 の在 り方 につい て」(平 成12年2月9日 郵通議 第120号)

を基礎 とす る平成12年5月 電気 通信事業 法の一部改正 に よる。 その具体 的な

導入方 策 は接 続料規則(平 成12年11月16日 郵政省令 第64号)に おいて規定 さ

れた。

その後,平 成12年12月21日 に接 続 ルールの見直 しが 第0次 答 申 として公表
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ll)
図1接 続 の規制方式

一 種 事 菜 者の

接続

(具体的な対象企業の例)

第二種指定電気

通信設備の接続

i

接続義務

十

接続約款の届出

KDDIな ど NTTド コモ な ど

第一種指定電気

通信設備の接続

1

接続義務

十

接続約款の認可
十

会計分離
十

長期増分費用方式

(一 部)

NTT東 西

9)

され た。第一次答 申は,指 定電 気通信 設備 の範囲 につ いて移動体通信事 業者

の設備 を除 き,光 ファイバ設備 ・継系伝 送路 設備等 を含 め る ことや,光 フ ァ

イバ設備(端 末系伝送路等)の 接続料 につ いて実際費用 方式 に よる適正 な原

価 算定 を行 うこ とな どが見 直 され た。

平成14年3月8日 には 「長期 増分費 用 モデ ル研 究会」 報告書 が公表 され,

新 たな長期増 分費用 モデル と算定結果 とが公 表 された。当初モ デルの実 施期

間は平成12年 度か ら平成14年 度 までの3年 間 とされ,平 成15年 度 には見 直 し

後の新 モデル を適用す る こ とが平成12年2月 答 申 「接続料 算定 の在 り方 につ

い て」 に示 されてい たためであ る。

新モ デルで は新 たに中継伝 送機能(専 用型)及 びユニバ ーサ ルサー ビス コ

ス トの算定 も含 め る改 良が加 え られた他,コ ス ト算 定 を都 道府県単位 で行 え

る ようにす るこ とな どの修正 が行 われた。
1.0)

現 在 の接 続 に関 す る規 制 方 式 は 図1の よ うに ま とめ られ る。 接 続 義 務 は第

一 種 ・第二 種 を問 わず 課 され てい るが
,届 出制 が 適 用 され る第 二 種 電 気 通信
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図2長 期増 頒 用 モ_;12)ル研究会 報告書(平 成14年3月8日)に おいて

示 された試算結果
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X4上 記箪定結果は、平成15年 度予測 トラピッ

クを用いて箪定したものぜあリ、平成15年

度実績 トラピックと入輪替えた場合・算定§歪

果が変勤することもあ9得 る

事 業者 は接続料 金 に関 し約款 の届 出のみで足 り,事 前 に認可 を受 ける必 要は

ない。第一種 電気 通信設備 を有す る事業 者 だけが接続 約款 の認 可 を受 ける義

務 を負 うと ともに,接 続料 金の一部 に長 期増分費用 方式 の適用 を受 ける とい

う,非 対称規制 が課 されてい る。

なお,新 モデル に よる試算結 果 は図2に 示 される。

接続 料原価 の算 定 は各 々の機能 区分 に応 じて接続 会計 を基礎 とす る実際費

用 方式,又 は長期増 分費用 方式が採用 され てお り,そ れぞ れの機能区分毎 に

適用 され る原価算 定方式 は表1の ように整 理 される。

3.特 定費用負担金の廃止と東西別料金算定の答申

3.1特 定費用 負担金の廃止

日本 電信電話株 式会社法 の一部 を改正 す る法律(平 成9年 法律 第98号)附

則 第11条 は,「 東 日本 電信電話株式 会社(以 下 「東会社」 とい う。)は,西 日
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13)
表1機 能区分 と接続料原価 算定方 式

機能の区分 説明 原価算定方式

一 端末回線伝送機能

加 入 者 回 線(ド ライカッノ9 実 際費用 方式(*1)

加入者回線(電 話重量) 実 際費用 方式(*1)

PHS基 地局回線 実 際費用 方式(*1)

専用線端末回線 実際費用方式(*2)

二 端末系交換機能
GC交 換機

長期増分費用方式(但 し番

号ポータビリティについて

は実際費用方式(*3))

優先接続機能 実際費用方式(*3)

三1イ ンンターフェース加 入者

モ ジュール折返 し機能
ISM(定 額) 実際費用方式(*3)

四 市内伝送機能 GC-GC回 線 長期増分費用方式

五 中継系交換機能 ZC交 換機 長期増分費用方式

六 中継伝送機能
GC-ZC回 線(共 用型) 長期増分費用方式

GC-ZC回 線(専 用型) 実際費用方式(*2)

七 通信路設定伝送機能 専用線 実際費用方式(*2)

八 信号伝送機能 信号網 長期増分費用方式

九 呼関連データベース機能 呼 関 連 デ ー タベ ー ス 実際費用方式

十 番号案内機能 番号案内 実際費用方式(*4)

十一 手動交換機能 オペ レー ター に よ る交換 実際費用方式(*4)

十二 公衆電話機能 公衆電話 実際費用方式(*4)

十三 端末間伝送等機能 キ ャ リ ア ズ ・レ ー ト 実 際費用 方式(*5)

*1

*2

*3

*4

X

加入者 回線 のモデル につ いて,地 中化 の実態 を踏 まえる必要。

専用線 についてモデル作成 が行 われ ていない。

新 しい機 能であ り,モ デル作成 が行 われていない。

平成10年 度 の全 面委託化 を踏 まえたモ デル改定 が必 要。

番号案内機 能及び手動交換機 能 につい ては,平 成10年 度 に行 われた全面委 託化が

長期増分費用 モデル に反映 されてお らずr今 回は長期増 分費用方式 を適用 しない こ

と とす る。

*5:利 用者料金 か らの割引。
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本 電信 電話株 式会 社(以 下 「西 会社」 とい う。)の 経 営 の安定化 を図る必 要

が ある と きは,総 務省令 で定め る金額 の範囲 内で,西 会社 に対 し,そ の事業

に要す る費用 に充 てるための金銭 を,東 会社 の設立 の 日以後 三年 以内 に終了

す る各 事業年 度 に係 る利益 の処 分 と して交付 す る ことが で きる。」 と規 定す

る。 同規定 はNTTを 東西 に分割 す るこ とに伴 う激変緩和措 置 と位置付 け ら

れ る。分割前 か らNTT西 日本 は赤字,NTT東 日本 は黒字 と予想 されてお り,

3年 間の猶予 期 間 を設 けてNTT西 日本の赤字体 質 を改善 ・脱却 す るこ とが

期 待 されてい た訳 で ある。

この規 定 に基づ きNTT東 日本 は第2期(平 成13年3月 期)の 利益 処分 に
14)

お いて特 定費用負担 金72,431百 万 円 の処分 を実行 した。 第1期(平 成12年3

月期)と 第3期(平 成14年3月 期)に は特 定費用負 担金 の処分 は行 われてい

ない。NTT東 日本 が第1期 と第3期 は 当期損 失 を計 上 したか らで あ る(同

社 の当期純利益 は第1期 か ら第3期 まで,そ れぞれ▲186,797百 万 円,20,021

百万 円,▲157,246百 万 円 となってい る)。

NTT西 日本 側 では,第2期 に特 別利益 の内訳項 目と して特 定費用負 担金
15}

受 入額 の科 目 を設 けて受 け入 れ てい る。NTT東 日本 のキ ャ ッシュ ・フ ロー

計 算書 に よれ ば,営 業 活動 に よるキ ャ ッシュ ・フロー と して第3期 に特定 費

用負担 金 の支払 いが行 わ れてい る こ とか ら,NTT西 日本で は第2期 に特 定

費用負担 金受入額 の相 手科 目と して未収金 が計 上 されたはずで ある。 同社 の

貸借対 照表 に よれ ば,未 収入 金 は第2期 に87,093百 万 円が計 上 され,第3期

には11,965百 万円が計 上 され てお り,そ の差額 が△75,128百 万 円あ る こ とか

ら,特 定費用負 担金未 収額72,431百 万 円 は ここに含 まれて いる と考 えて よい

だ ろ う。NTT東 日本 の第2期 利 益処 分案 が定時 株主 総会 で確 定 す るの は第

三期 に入 ってか らであ り,NTT西 日本 が これ を第2期 中 に未収計 上 した こ

とは,利 益 処分 の処 理方法 と して繰上方式 を採 用 したか らだ と理解 され る。

NTT西 日本の 当期 純損 失 は,第1期 か らそれ ぞれ239,236百 万 円,44,629

百万 円,355,375百 万 円であ った。 第2期 の損失額 が少 ないのはNTT東 日本
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か らの特 定費用負担金受 入額が損失 額 を減額 してい るため で,特 定 費用負担

金 の影響 を受 けない経常損 失 の段 階で はそれぞれ43,031百 万 円,105,793百 万

円,170,495百 万 円であ った。

結 局,時 限立法 として認 め られた特 定費用負担 金制度 は3度 のチ ャンスの

うち,一 度 だけ実行 され た こ とになる。NTT東 日本 に当期利益 が存在 しな

い限 り特定 費用負 担 金制度 が発動 され ない実態 は,NTT西 日本の赤 字補填

システ ム としては十分で ない こ とを含意 してい る。更 に,特 定費用負担 金 は

税 法上 も損 金 参入 が認 め られ たため,「 税 制上 の特例措 置 の東NTTか ら西

NTTへ の特 定費用 負担 金制度 に係 る損 金 参入特例 は,3年 とい う期 限 はつ

け られ たにせ よ連 結納税 その もの。答 申の再 編成の主 旨は地域へ の競争 の導

入 であ り,そ の精神 にそ ぐわず残念 に思 う。」 との コメ ン トが残 されてお り,
16)

NTT再 編 の本来 の趣 旨が生 か されて い ない こ とが 明 らか にされてい る。 こ

の よ うに特定 費用負担金 はNTTグ ルー プ内部 におい て資金補 填 を可能 にす

る措 置で,黒 字企 業が赤字企業 の赤字 とそれ に対応 す る不 足資金 とを補 填す

る とい うNTTグ ルー プ内部 におけ る巨大 な内部相互補助 が成立 していた。

かか る巨大 な内部補 助が 存在 す る限 りにおい て,NTT東 西 の収益 力格 差

は資 金補 填 を通 じて企業 内でその一部 を解消 す る ことが可能で あ った。 従 っ

て本 来 はコス トベースで あ るべ き接続料 を全 国均 一 に維持 す る こと も,特 定

費用負担 金 を前提 としてのみ許容 され た とい うべ きで あ る。

3.2東 西別 料金算定 の答 申

情 報通信 審議会 は 「長期増分 費用モ デルの見直 しを踏 まえた接続料算定 の

在 り方 につい て」 を平 成14年9月13日 に答 申 した。答 申で は,伝 送装置 の経

済 的耐用 年 数 を利 用実 態 に対 応 す る形 で6年 か ら8.4年 に修 正 した こ と,通

信市場 の劇的 な構造 変化 に対応 す るために接続料 算定 に用 い る トラ ピックを

モデル適 用期 間内の予 測 トラピ ック とす る こ と等 の修正が織 り込 まれ,モ デ

ル適 用期 間 も2年 間 に短縮 され,平 成15年 か らの適用 とされた。更 に同答 申
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17)
表2=東 西別 の接 続料試算結果

NTT東 日本 NTT西 日本 比率

GC接 続 3.59円/3分 4.75円/3分 132.3

ZC接 続 4.57円/3分 5.95円/3分 X30.2

端末回線 1,205.4円 1,253.1円 104.0

(注)き 線 点 遠 隔 収 容 装 置 を端 末 回線 に付 け 替 え た場 合

GC接 続 で,東 が3.23円,西 が4.35円,比 率 は134.7%

ZC接 続 で,東 が4.22円,西 が5.55円,比 率 は131.5%

端 末 回線 伝 送(PHS用)で,東 が1,313.4円,西 が1β58.2円,比 率 は103.4%

で,東 西別接続 料 の設定 が提 言 された。

す な わ ち,答 申は,A案;東 西 平均 の モ デ ル算 定 値 を適 用 す る方式,B

案;NTT東 西 にそれぞ れのモデル算定値 を適用 す る方式,C案;NTT東 日

本 には 自社 固有 のモ デル算定値 を適 用 し,NTT西 日本 には東 西平均 のモ デ

ル算定値 を適用す る方式,の3案 を検討 した上 で,B案 のNTT東 西 それぞ

れ固有 のモ デル算定値 を適用す るこ とが適 当であ る と結論付 け ている。

東 西別 の コス ト算 定 をB案 に基 づ い て具体 的 に行 った試算 値 は表2の と

お りであ る。東西格差 の要 因は,GC接 続 コス トについて は,NTT西 日本 は

小 規 模 局 が多 い こ とか ら局 設 置RT～ 加 入者 交換 機 の伝 送路 が,ま た,ZC

接続 コス トで は,地 理的条件 か ら離 島 を多 く有 してい るた めで あ る と指 摘 さ

れてい る。

ここで電気通信 審議 会 か ら情 報通信審議 会 に引 き継 がれ た答 申の なか で特

定費用 負担金 と接続料 金格差 に言 及 した個所 につい てサーベ イ してお こう。

既 に第一次答 申の段 階で,特 定費用負担 金制度終 了後 には格差 が発 生す る

こ とを是 認 して い る。す なわち,「 東西 会社 間の料金 格差 につ い ては,東 西

会社 間の比較競 争(ヤ ー ドス テ ィ ック競 争)が 働 くこ とが期待 され,ま た,

東 ・西NTTと い う異 なる会社 間で料 金が 同一 で なければ な らない とい う合

理 的根 拠 にか ける。 この ため,東 ・西NTT間 におい ては料 金 を引 き下 げる
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18)

方 向で格差 が生 じるこ とはあ り得 る もの と考 え られ る」。

また,第 二次 答 申で も,「 東 日本電 信電話 株式 会社(以 下 「NTT東 日本 」

とい う。)とNTT西 日本 とで は指 定設備 管理 部 門 にお け る費用 は異 なって

お り,各 々が電気 通信事業 者 としてその経営 実態 に即 して業務展 開 を行 って

い くこ とが 平 成11年7月 に実施 され たNTT再 編 の趣 旨で あ る と考 え られ

る。従 って,NTT東 日本 ・NTT西 日本 は 自社 の指定 設備管理部 門 にお ける

実 際費用 や長期増 分費用 に基 づ き,各 々異 な る接 続料 を設定 すべ きで ある。

但 し,平 成13年 度迄 は,日 本電信 電話株式会社法 の一部 を改 正す る法律(平

成9年6月20日 法律 第98号)附 則 第11条74に よ り,NTT西 日本 の経 営安定

化 の ため にNTT東 日本 が特 定費 用負担 金 を交付 で きる こと とされて お り,

その 間は同額 に設定 され るこ とはやむ を得 ない と考 え られ る。以上 か ら,特

定 費 用 負担 金 制 度 の存 続 す る平 成13年 度 が 終 了 した後 は,NTT東 日本 と

NTT西 日本 とで各 々 の費用 に基 づ く異 なる接 続料 を設定 すべ き と考 え られ
19)

る」 と指摘 して いる。

平成14年9月13日 の答 申で は第二次答 申 を再確認 している。す なわち,現

行 の接 続料体系 はNTT西 日本 の経 営安定化 の ため にNTT東 日本 が特 定費

用負担 金 を交付 す る ことを前提 と して成 立 してお り,「IT時 代 の接 続 ルール

の在 り方 につ い て」(平 成13年7月19日 情報通 信審議i会)で も 「特 定費用

負担 金制度が終 了 した平成14年 度 には,コ ス トベ ース に基 づい た東西別 の接
20)

続 料が設定 され るこ とが適 当であ る」 とい う指摘 を引用 してい る。

この ように電気通信審議 会並 び に情報 通信審議会 は一貫 して特定費 用負 担

金制度終 了後 の接 続料 に東西 格差 を設 け るこ とを答 申 してい る。

なお,平 成14年9月13日 の答 申で は 「全 国均 一一料金 制度 は,明 治23年 か ら

固持 して きた料金体系 であ り(昭 和37年 までは一部 の都市 において市内通話

料金 は個 別負 担),こ の料 金体系 の 下,運 営 して きた加 入電話 の料金体系 に

ついては,少 な くとも,利 用頻度,利 用者が 多い実態 に鑑 み,他 の公 共料金

の地域 間格差 と同程 度の格差以 上の格差 は,地 域住 民 の理解 を得 難 いのでは
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ないか と想定 され る。 なお,モ デル算定値 をそ の まま適用 した場合,利 用者

料 金へ どの ように反映 させ るか は各事業者 の経 営判 断 に属すべ き もので はあ

るが,少 な くと も各地域 でのみ事 業 を行 ってい る事業者 はこの コス トを反映

させ る もの と仮定 す る と,市 内通話 の利用者料 金で2円 程度 の格差が 生 じる
21)

可 能性 が あ る」 と指摘 し,「 東西 それ ぞれのLRICベ ースの コス トとす るの

が最善 の方 法 と判 断」 す る ものの,「 実際 のモ デル適用 にお いて は,NTT東

日本の経営 に及 ぼす影響 や,西 日本 エ リアの利 用者へ与 え る影響 につ いて配

慮 す るこ とが必要 で」,「NTT西 日本 との接続 料格 差が拡 大す る こ とについ

て何 らかの激変緩和 措置,例 えば,LRICベ ースの コス トに基づ く接 続料水

準 を即時 に適用 す るのでは な く,年 度毎 に段 階的 に適用 す る等 の措 置 を講 じ
22)

る必 要が ある」 と政策的配慮 があ りうる点 も指摘 してい る。

4.衆 参両院総務委員会決議 とユニバーサルサービス基金制度の発動

4.1衆 参 両院総務委 員会決議

第155国 会(平 成14年)11月28日 衆 議 院総務 委 員会 にお いて 自由民主 党,

民主党 ・無所 属 クラブ,公 明党,自 由党,日 本 共産党及 び社 会民主党 ・市 民

連合 の六派共 同提案 に よる接続料等 に関す る件 につ いて決議 すべ しとの動議
23)

が提 出 され,全 会一致 で決議 されてい る。

「接続料 等 に関す る件

一 国民生 活 に不可 欠 な基礎 的な通信 手段 とい うユニバ ーサルサ ー ビスの

主 旨 に鑑 み,NTTの 接 続料 につい て は平成 十五 年度 以降 も引 き続 き東西

均 一 を維持 し,ユ ーザー料 金 に地域格差 を生 じる こ とが ない よ う適切 な措

置 を講ず る こ と。

二 基本料金 の値上 げは電話 利用 の少 ない利用者 に対 し相対 的 に大 きな負

担 を強 いる もので あ り,接 続 料の算定 に当 た っては基本 料金値上 げ につ な

が らない方式 を採 用す る こ と。
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三 昨今 の急 激 な1電 話通話量 の減少 とい う事 態 を踏 まえ,仮 定 と予測

に基 づ いて コス トを算 出す る長期増 分費用方 式 と現実 の乖 離 を最大限抑 え

るべ く,各 種 入力値 は適切 に算 定す るな ど,消 費者 の利益 に資 す るために

適切 な措置 を講ず る こと。

四 接続料 の算定 に用 いてい る長期増分 費用方式 につ いて は,実 際 の投 下

資本 の回収,ユ ニバ ーサ ルサ"..ビスの確保 や ブロー ドバ ン ドネ ッ トワー ク

の構 築 に向けた電気通信事 業者 の設備投 資意欲 を考慮 し,早 期廃止 に向け

あ るべ き接続 料の算定方式 を検討す る こ と。

五 接続料 につ いての 日米意見交換 に当た って,政 府 は以上 の立場 を堅持

し,国 益 最優先 の立場 で取 組 む こと。

右 決議 す る。」

衆議 院 に続 いて 開催 され た参議 院第155回 国会 総務委 員会 第9号 に よ

れ ば,自 由民 主党 ・保 守 党,民 主 党 ・新緑 風 会,公 明党,国 会改革 連 絡会

(自由党 ・無 所属 の会)及 び社 会民主 党 ・護 憲連合 の各 会派 共同提 案 に よっ
24)

て相 互接 続料等 に関す る決議案 が提 出 され,全 会 一致で可決 されてい る。

「相互接続料 等 に関す る決議(案)

現 在検討 されてい る相互接続料 の見 直 しにつ いては,電 話 サ ー ビスが低

廉 な料金 で全 国民 に対 し公平 に提 供 され るべ きユ ニバ ーサ ルサ ー ビスであ

る こ とを踏 まえ,政 府 は左 記 の事項 につ いて その実 現 に努 め るべ きで あ

る。

一 電 話サ ー ビスが 国民 生活 に不可 欠 な基 礎 的通 信手段 であ る ことか ら
,

ユ ニバ ーサルサ ー ビスの趣 旨にか んがみ,相 互接続料 につ いては,ユ ーザ

ー料金 に地域格差 が生ず る こ とのない よ うNTT東 西 間で格 差 をつけ ない

こと。

二 基本料 金 の値上 げは電話利用 の少 ない利用者 に対 し,相 対 的 に大 きな

負担増 を強 いる ものであ り,接 続料 の算定 に当た って は,基 本料 金値 上 げ
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につ なが らない方式 を採用す るこ と。

三 昨今 の急激 な一般電話通 話量 の減少 とい う事態 を踏 まえ,適 切 な入力

値 に基づ き相互接続 料 を算定 す るこ と。

四 接 続料 の算 定 に用 い られてい る長期増分 費用方式 につ いては,実 際の

投 下資本 の回収,ユ ニバ ーサ ルサ ー ビスの確保 及 びブ ロー ドバ ン ドネ ッ ト

ワー クの構築 に向け た電気通信事 業者 の設備投 資意欲 を十分 に考慮 し,廃

止 を含 め,あ るべ き相 互接 続料 の算 定方式 を検討 す る こと。

右 決議 す る。」

上記 両院総務委員 会決議 の第 一項 は,相 互接続料 に東西格差 を設 け るこ と

に反対 してい るの はユ ーザ ー料 金 に地 域格 差 を設 け ない ため だ と理解 で き

る。 つ ま り,両 院総務 委員会決議 はその前提 として,接 続料 を東西均 一 に保

つ ことがユ ーザ ー料金 に地域格差 を設 けない こ とに直結す るこ とが予定 され

ている。確 か に相互接 続料 は電話 サ._._ビス料金 の大 きな構成 要素の一 つであ

る。NTT東 西 のユ ーザ._._料金 は,接 続 料 に指定 電気通信 設備利 用部 門で発

生 した費用 と同部 門の報酬 額 とを加 えて算 出 され るこ とか ら,相 互接 続料 を

東西均 一 にす る ことによって電話料 金の東西格差 が発 生 しに くい状 況 は作 り

やす い。 しか し接続料 はあ くまで も指定電気通信 設備 管理部 門の費用水準 の

み を反映 した料 金 であ るか ら,上 述 の ようにユ ーザ ー料金 の水準 は接 続料水

準 だけで な く指定 電気通信 設備 利用 部 門で発 生 す る費 用水準 に も依 存す る。

従 って相互接 続料 に東 西格 差 を設 け ない こ ととユ ーザ ー料金 に も東西格差 を

設 けない こ ととは同義 では ない。

また,相 互接 続料 に東 西格 差 を設 け ない こ とに よって影 響 を受 けるの は

NTT東 西 のユ ーザ ーだ けでは ない。GC接 続 やZC接 続 を利用 して電気通信

サー ビス を営 む他事業者 に も同一水準 ・同一条件 で接続 サ ー ビスが提 供 され

るこ とか ら,競 争が既 に導 入 されてい る長距離 ・国際通信 ・ダイアルア ップ

接 続サ ー ビス等 の分野 まで影響が及 ぶ懸念 が ある。 これ らの競争 的サ ー ビス
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はNTT東 西 に支払 われ る接 続料 に自社の営業 費等 の コス トと報酬額 が加 算

された上,他 社 との競 争条件 を加味 しなが ら料金 が決定 される。従 って これ

ら競争環境 にあるサ..__ビス に関 して は会社 間格差 も地域 間格差 も否定 され て

い ない。NTT東 日本 の接続 料 にNTT西 日本並 の水準 が認 め られ た場 合 に

は,NTT東 日本 エ リアで は超過 利潤 を含 む接 続料 金が設 定 され る ことにな

り,こ の よ うな コス トベ ースか ら乖 離 した接続料算 定が行 われ るな らば,競

争環境 にあ るサ ー ビスの料金 に まで影響 を及 ぼす 可能性 が生 じる。両 院総務

委員会 が この点 について十分 な審議 を尽 くしたのか疑問で あ る。ユ ーザ ー料

金 に地域格 差 を設 けない とい う課題 を解決す る方 策 は接 続料 の東西均 一維持

に よってで はな く,既 に法制化が終 了 してい るユ ニバ ーサ ルサ ー ビス基金 の

発動 に よるべ きなのであ る。

なお,第3項 の決議 は接 続料 を算定 す る際 に分母 となる トラフ ィックに従

来用 い られて きた実績値 を用いず に予 測値 を"適 切"に 用 いる こ とを求め て

い る と理解 され る。 しか し,電 気通信市場 の劇 的 な構造 変化 によって トラ フ

ィックは急 激 に減少 してい る。 この よ うな状況 で実績値 に代 えて予測値 を用

い る こ とは,接 続料算定 上(分 母 の値 が小 さ くな るため に)値 上 げ要因 とな

る。従 って値 下げ を歓迎 す るはず の消 費者利益 とは相 反す る結果 を もた らす

こ とにな るので,両 院総務委 員会決議 の指摘 は逆で あ る。

4.2ユ ニバ ーサルサ ービス基金制 度の発動

日本 電信電話 株式会社等 に関す る法律 第3条 は 「国民 生活 に不可欠 な電話

の役務 の あ まね く日本全 国 にお ける適切,公 平かつ安定 的 な提供 の確保 に寄

与」 す る ことを義務付 けてい る。 このユ ニバ ーサ ルサ ー ビスの維持 は,従 来

は東西NTTが 企業 内部 において採 算地域 か ら不採算 地域へ の地域 間補填 に

よって維持 されて きた。 しか し,都 市部 におけ る事 業者 間の競争 が急速 に進

展 す るこ とに よって,採 算地域 か ら生 じる利益 を不 採算地域 に補 填す る こ と

が難 し くなる と見込 まれる こ とか ら,ユ ニバ ーサ ルサ ー ビスの費用の一部 を
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各 電気通信事 業者が負担 す る制度 が必 要 にな って きた。そ こで情報通信 審議

会 は平 成14年2月13日 に 「IT革 命 を推進 す るた めの電気通信 事業 におけ る

競 争政策 の在 り方 についての第二次答 申」 を答 申 した。 これ に よれ ば,ユ ニ

バ ーサ ルサ ー ビス の対象 となる基礎 的電気 通信役務 の範 囲 は,加 入電 話,公

衆 電話及 び緊急 通報 と し,交 付 金 の算定 方式 と してはs不 採算地域 にお ける

「赤 字部分」 が採5i'・地域 にお ける 「黒字 部分」 で相殺 しきれ ない部分 を純費

用 とす る 「相殺 型 の収入費用 方式」 が採用 された。基礎 的電気通信役 務 を提

供 す る事業者 は総務大 臣が適 格電気通信事 業者 として指 定 し,適 格電気通信

事 業者 の 申請 に よって基金 が発 動 される こ とになる(図3参 照)。

純費用算 定上,費 用面 のみ に着 目 し,一 定水準 以上 の コス トを積み上 げて

算 定す るベ ンチマ ー ク方式 は,ベ ンチマ ー クとな る基準 設定 のための合理 的

な根 拠 が現 時点で は希薄 なため,制 度発足 後 の制度 レビュー(概 ね2年 後 を

予 定)を 行 う際 同方式へ の移行 について検討すべ き課題 と して残 され た。

また,コ ス トの算定 におい ては,指 定電気通信設備 管理部 門 につ いては長

期 増分費用 方式が採用 され,指 定設備利用 部 門 に係 る費用 について は,エ ン

ジニア リ ングモ デルが存在 しないため,実 際費用 か ら基礎 的電気 通信 役務 の

25)

図3ユ ニバ ーサルサ ー ビスの提供 の確保 に係 る制度 の整備
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表3平 成12年 度 ～14年 度

(単位:億 円)

ユニバ ーサルサー ビスに係 る純 費用 の試 算値

東 日本 西 日本 東西計

H12 H13 H14 H12 H13 H14 H12 H13 H14

基礎的電気通信役務計 920 622 336 428 187 ▲107 1,348 so9 228

収入 8,174 7,554 7.36 8,145 7,606
'7
,306 16,319 15,159 14,442

費用 7,254 6,931 6,800 7,717 7,419
'1
,413 14,971 14,354 14,213

利用部 門 1,663 1,580 1,442 ].,587 1,519 1,375 3,251 3,099 2,8.7

管理部 門 5.59 5,351 5,358 6,129 5,900 6,038 1],720 11,251 11,396

提 供 の維持 に必 要最低 限 とは認 め られ ない費用や他事 業者 との競争 に対応 す

るための費用 を除外す る等,一 定の調整 を行 って純費用 が算 出 され た。

ユ ニバ ーサルサ ー ビス基 金の拠 出金 を負 担す る ことになる事業者 は,加 入

者 回線等 か ら受益 してい る事 業 者(音 声伝送 役務以外 の提 供事業 者 を含 む)

が対 象 とされ,コ ス ト負担比 率の算定 は,電 気通信 事業者 の売上高比(移 動

体 一移動体 間の通信 等 に係 る売上高 は加入 者回線等 か ら受益 していない こ と

か ら除外)を 用 い るこ ととされた。

平成13年(法62)改 正電気通信事 業法 は第2章 に新 た に基礎 的電気通信役

務 を第6節 と して設 け,ユ ニバーサ ルサ ー ビス基金 の法整備 を行 った。平成

14年6月 には関係政省令 が施行 され,下 記 図表 が示 す ようなユニバーサ ルサ

ー ビス基金 制度が実現 している
。現状 で は コス ト負担対 象者 は電気通信 役務

の提 供 によって生 じた収益 の額が10億 円 を超 える事 業者で あ り,収 益 の3%

以 内で負担 す るこ とにな って いる。

平成14年4月15日 に総務省 か ら発表 され たユ ニバ ーサ ルサ ー ビス に係 る純
26)

費 用 の 試 算 値 は表3の 通 りで あ る。

この 試 算 に よ れ ば,平 成14年 度 にNTT西 日本 で初 め て純 費 用 が 発 生 して

い る。 しか し,NTTグ ル ー プ は 「今 回 導 入 され る基 金制 度 は ,基 金 と して
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の実効性 が全 く期待 で きない もの となってい るため,NTT東 日本 ・NTT西
27)

日本 が現 時点 で適格事 業者 の 申請 をす る意味 はない」 との コメ ン トを寄せ,

基 金発動 用件が厳 しす ぎて実効性 に乏 しい こ とを指摘 してい る。相殺 型の収

入 費用方式 を採用 す る限 り,競 争対応費用 や基礎 的電気 通信役務 の提 供 の維

持 に必要最小 限 とは認 め られ ない費用 を控 除す る必 要が あるが,適 格事業者

との実効性 を巡 る認識 の違 いの溝 は埋 まる とは思 えない。 その意味 で も,ベ

ンチマ ー ク方式 へ の早期 移行 を行 い,ユ ニバ ーサルサ ー ビス基金 を実行可 能

性 の高 い もの に改善す る必 要が あるだ ろ う。

6.お わ り に

実 際費用 方式 を適 用す る接続料 に係 る平 成14年 度分 の改 定 申請 につい て総

務省 は平成14年12月11日 に情報通 信審議 会答 申 を受 け,同 日に不 許可処分 と
2$)

した。 す なわ ち,PHS基 地局 回線 機能,端 末系交換 機 能,中 継伝 送専 用機

能 以外 の 実際 費用 方式 に基づ く接 続 料 につ い て東西均 一 は適 当 で ない と し

た。答 申は 「特 定費 用負担 金制度 が廃 止 され た平 成14年 度 以降,NTT東 日

本 及 びNTT西 日本 は,接 続料 規則 に基づ き,二 つ の異 なる第一種 指定電気

通信 設備 を設置 す る第一種 電気通信事業 者 と して,そ れぞれの原価 に基づ き

接 続料 を算定 す る ことが適 当で あ る」 と指摘 してい る。 その結 果,長 期増 分

費用方式適用機 能 に関 して は東西均 一,専 用線等 の実際費用適用 機能 に関 し

ては東西格差 が ある こ とにな り,接 続料 金 メニ ュー にゆが みが生 じた。

日本経 済新 聞 は平 成14年12月5日 付 けで次 の ような記事 を掲載 した。 「総

務省 は新 電電各社 がNTT東 西地 域会社 の通信 回線 を借 りる際 に支払 う接 続

料 について東西 の料金 格差が生 じない よう,経 営体 力 に勝 るNTT東 がNTT

西 に資金 を援助 す る新 制度 を設 け る方針 だ。 来年度 の援助 額 は約300億 円 に

な る見込 み。総務 省 は,NTT東 が援 助分 を損金 算入 して税控 除 を受 け られ

る よう財 務省 に求め てい る。接続料 を巡 って は情報通信 審議会(総 務 相の諮
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問機 関)が9月 に東西別料 金の導入 を促 す答 申 を出 した。 だが11月 末 に国会

が全 国均一料 金の維持 を決議 したため,料 金 に差 を付 けるのは難 しくなった

29}

と判断 した。総務省 は次期通 常国会 に関連 法の改正案 を提 出す る」。

この新制度 は時限立法 として設 け られた特定費用負担 金の延命措置 に他 な

らず,ユ ニ バ ーサ ルサ ー ビス基金 創 設 の趣 旨 に反 す る とい うべ きであ る。

NTT分 割 が持株 会社 の もとで一体 と して経 営 される こ とを指 向 した わけで

は な く,ま た,ユ ニバ ーサルサ ー ビス基金創 設 とい う競 争条件 のセー フテ ィ

ネ ッ トを整備 した現在,別 会社 であ る東西NTTが それ ぞれの原 価情報 を基

礎 に した別料金体系 を設定 した上 で,そ の結果 生 じるか もしれ ないユ ーザー

料金 の地域 間格差 を補填す るため にはユ ニバ ーサルサ ー ビス基金 を発動 させ

る こ とが本来 であ る。

注

1)「 接 続 の基本 的 ルールの在 り方 につ い て」,平 成8年12月19日,電 気 通信

審議会 接 続の 円滑化 に関す る特別部 会答 申

2)不 可欠設備 の呼称 は法制化 の過程 で指定電気 通信設備 と名称 変更 され(平

成9年 法律 第97号),更 に平成13年 法律62号 で第一一種 指定 電気 通信設備 と改

称 され ている。す なわ ち,電 気通信事 業法 第38条 の2第11項 は 「第一種指 定

電気通信 設備 を設置 す る第 一種電気 通信事 業者 は,総 務省令 で定 め る ところ

に よ り,第 一種 指定 電気通信 設備 との接続 に関す る会計 を整理 し,及 び これ

に基づ き当該接続 に関す る収 支の状 況そ の他 郵政省 令 で定 め る事項 を公表 し

な けれ ばな らない。」 と規定 する。

3)特 定 事 業者 に適用 され る特 別 な接続 ル ー ルは,以 下 の4項 目に要約 され

る。

①接続 条件 の料金 表 ・約款化

技術 的 に接続 が可 能 なすべ ての ポ イ ン トでの接 続 接 続会計 の結 果 に

基 づ いた適正 な接続 料金s細 分 化(ア ンバ ン ドル)さ れ た接 続形 態及

び料 金表,特 定事業 者 の同様 なサ ー ビス よ り不利 で ない条件 で あ るこ

と,技 術 的条 件 の記 載,番 号 ポ ー タ ビリテ ィの確 保,番 号案 内サ ー ビ
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ス等 へ の ア クセ ス,緊 急 通 報 の伝 送 ・着 信,接 続 に 要 す る標 準 的 期 間

の 明示

② 接 続 に関 す る会 計 報 告 書 の作 成 ・公 表

③ 網 機 能提 供 計 画 の作 成 ・公 表

④ 不 可 欠 設 備 との接 続 に必 要 な情 報 の 提 供

4)現 在 は 「接 続 料 規 則 」(平 成12年11月16日 郵 政 省 令 第64号)と して 長 期 増

分 費 用 方 式 等 に も対 応 した形 に改 定 され て い る。

5)英 国 で は規 制 産 業 に現 在 原 価 会計(CurrentCostAccounting>が 適 用 され

て お り,時 価 デ ー タの 蓄積 が あ る。1975年9月 に公 表 され た イ ンフ レー シ ョ

ン会 計 委 員 会 報 告 書(TheReportoftheInflationAccountingCommittee-

HMSO,Cmnd6225),通 称 サ ン デ ィ ラ ンズ報 告(SandilandsReport)を 契

機 と して 現 在 原 価 会 計 が 提 唱 さ れ,規 制 産 業 はCCAを 実 践 して きた経 緯 が

あ る。 な お,一 般 の事 業 会 社 に はCCAは ほ とん ど浸 透 しなか っ た。

6)例 え ば 英 国 の通 信 規 制 当 局 のOFTELに よれ ば,将 来 志 向 コス トは最 新 の

同等 資 産 を取 替 原 価 で 評 価 す る こ と を求 め る もの と定 義(forwardlooking

costsrequiresthatassetsarevaluedusingthecostofreplacementwiththe

modernequivalentasset)し て い る(http://www.ofteLgov.uk/publications/

1995_98/pricing/pri1997/annexd.htm,D.4)

7)過 去 の 設 備 投 資 資 金 の 回収 洩 れ(windfalllossも し くはstrandedcost)を

巡 っ て は 支 配 的事 業 者 と規 制 当 局 との 問 で 主 張 が 対 立 しや す い 。 例 え ば 英 国

で はBT(BritishTelecom)とOFTEL(OfficeofTelecommunication)と の

間 で 争 い が あ っ た が,BTがOFTELの 提 示 す る長 期 増 分 費 用 方 式 を基 礎 と

した料 金 設 定 に反 証 で きな か っ た経 緯 が あ る。 詳 し くは拙 稿 「電 気 通 信 の接

続 会 計 問題 一windfalllossの 存 否 一 」 『公 益 事 業 研 究 』 第50巻 第3号pp.11-

17を 参 照 され たい 。

8)モ デ ル構 築 上,き 線 点 遠 隔 収 容 装 置(き 線 点RT)の 取 扱 や経 済 的 耐 用 年

数 の設 定 等 の 課 題 が残 さ れ た 。 き線 点RTは ノ ン ・トラ フ ィ ッ ク ・セ ン シテ

ィブ ・コス トと して 取 り扱 うべ き との 考 え方 が 強 い が,基 本 料 値 上 げ に 直 結

す る こ と,既 存 の 料 金 算 定 方 式 を踏 襲 す る 方 が 混 乱 が 少 ない,等 の 理 由 か ら

端 末 回線 費 用 に含 め られ て い る 。 この 点 は平 成14年 の 改 定 モ デ ル で も同 じ課

題 を引 きず っ て い る。

9)「 電 気 通 信 事 業 法 の 一 部 を改 正 す る法 律(平 成9年 法 律 第97号)附 則 第15

条 を踏 まえ た接 続 ル ー ル の見 直 しにつ い て」 第 一 次 答 申,平 成12年12月21日,
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10)現 行 の 一 種 ・二 種 の 事 業 区 分 を廃 止 し,一 種 事 業 に係 る許 可 制 を廃 止 して
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21.)ibid.,p.33

22)ibid.,p.35

23)http://www.shugiin.go・JP/index.nsf/html/index _honkai.htmか ら引 用 し
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24)http://www.sangiin.go.jp/Japanese/johol/kaigirok/daily/selectO102/main.

htmlか ら引 用 した。
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29)http://www3.nikkei.co.jp/kensaku/kekka.cfm?id=2002124504551

256国 際経営論 集No.252003


